
 

宮
城
県
の
公
社
等
外
郭
団
体
へ
の
関
わ
り
方
の
基
本
的
事
項
を
定
め
る
条
例 

（
目
的
） 

第
一
条 
こ
の
条
例
は
、
県
が
公
社
等
外
郭
団
体
を
通
じ
て
行
政
目
的
の
確
実
か
つ
効
果
的
な
達
成
を
図
る
た
め
、
県
の
公
社
等
外

郭
団
体
へ
の
関
わ
り
方
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
を
定
め
、
も
っ
て
公
正
で
透
明
性
の
高
い
、
効
率
的
な
県
行
政
の
実
現
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
公
社
等
外
郭
団
体
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
法
人
と
し
て
知
事
が
指
定
す
る

も
の
を
い
う
。 

一 

県
が
資
本
金
、
基
本
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を
出
資
す
る
法
人
で
あ
っ
て
、
県
の
出
資
の
割
合
が
四
分
の
一
以
上

の
も
の 

二 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
業
務
が
県
の
事
務
又
は
事
業
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
法
人
で
あ
っ
て
、
前
号
に
規
定

す
る
法
人
に
準
じ
て
取
り
扱
う
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も
の 

（
役
割
分
担
と
協
働
） 

第
三
条 

県
は
、
県
及
び
公
社
等
外
郭
団
体
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
及
び
責
任
の
分
担
を
明
確
に
し
、
公
社
等
外
郭
団
体
の
自
律
性

を
高
め
、
両
者
が
協
働
し
て
、
県
民
の
福
祉
を
向
上
さ
せ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
評
価
） 

第
四
条 

知
事
、
教
育
委
員
会
又
は
公
安
委
員
会
（
以
下
「
知
事
等
」
と
い
う
。
）
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
公
社
等

外
郭
団
体
に
対
し
て
、
毎
年
一
回
、
経
営
目
標
と
実
績
の
対
比
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
自
ら
経
営
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を



 

報
告
す
る
よ
う
求
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 
知
事
等
は
、
前
項
の
経
営
評
価
等
に
つ
い
て
、
必
要
な
助
言
又
は
指
導
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

知
事
等
は
、
前
項
の
助
言
又
は
指
導
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
適
正
か
つ
公
平
な
助
言
又
は
指
導
を
行
う
た
め
、
宮
城
県
公
社

等
外
郭
団
体
経
営
評
価
委
員
会
の
意
見
を
聴
き
、
そ
の
意
見
を
当
該
助
言
又
は
指
導
に
最
大
限
に
反
映
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

知
事
等
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
、
第
二
項
の
助
言
又
は
指
導
及
び
前
項
の
意
見
を
議
会
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
公

表
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
運
営
等
に
関
す
る
助
言
又
は
指
導
） 

第
五
条 

知
事
等
は
、
公
社
等
外
郭
団
体
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
必
要
に
応
じ
て
、
助
言
又
は
指
導
を
行
う
も
の

と
す
る
。 

一 

公
社
等
外
郭
団
体
の
目
的
に
照
ら
し
、
適
切
な
内
容
の
事
業
を
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
行
う
こ
と
。 

二 

理
事
、
監
事
そ
の
他
の
役
員
に
つ
い
て
、
そ
の
職
責
に
か
ん
が
み
、
適
任
者
を
選
任
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
法
令
又
は
定
款

に
お
い
て
、
役
員
の
選
任
が
知
事
の
任
命
又
は
認
可
に
よ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
公
社
等
外
郭
団
体
に
つ
い
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。 

三 

適
切
な
会
計
処
理
、
安
全
か
つ
確
実
な
資
産
運
用
等
適
正
な
財
務
運
営
を
行
う
こ
と
。 

四 

公
社
等
外
郭
団
体
の
目
的
の
達
成
の
程
度
、
事
業
の
実
施
状
況
、
組
織
の
実
態
等
に
か
ん
が
み
、
統
廃
合
、
解
散
、
民
営
化

又
は
法
人
の
形
態
の
転
換
を
行
う
こ
と
。 

（
平
二
〇
条
例
五
七
・
一
部
改
正
） 

（
関
わ
り
方
の
見
直
し
） 



 

第
六
条 

知
事
等
は
、
行
政
目
的
の
効
率
的
な
実
現
及
び
公
社
等
外
郭
団
体
の
自
律
的
運
営
を
勘
案
し
て
、
出
資
の
在
り
方
、
役
員

及
び
職
員
の
派
遣
、
支
援
そ
の
他
県
の
公
社
等
外
郭
団
体
へ
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
、
適
宜
、
見
直
し
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

（
自
律
的
運
営
等
へ
の
配
慮
） 

第
七
条 

知
事
等
は
、
第
四
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
公
社
等
外
郭
団
体
の
自
律
的
運
営
及
び
県
以
外
の

出
資
者
の
利
益
を
損
な
わ
な
い
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
出
資
） 

第
八
条 

県
は
、
法
人
に
対
す
る
出
資
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
法
人
を
通
じ
て
実
現
し
よ
う
と
す
る
県
の
行
政
目
的
の
確
実

か
つ
効
果
的
な
達
成
の
可
能
性
、
県
の
財
政
的
負
担
、
人
的
支
援
そ
の
他
県
の
関
わ
り
方
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
十
分
配
慮

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
議
会
の
議
決
） 

第
九
条 

県
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
出
資
を
行
う
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
法
令
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
。 

一 

法
人
に
対
す
る
県
の
出
資
の
割
合
が
四
分
の
一
以
上
に
な
る
場
合
の
出
資 

二 

県
の
出
資
の
割
合
が
四
分
の
一
以
上
二
分
の
一
未
満
の
公
社
等
外
郭
団
体
に
対
す
る
出
資
で
あ
っ
て
、
当
該
出
資
に
よ
り
県

の
出
資
の
割
合
が
二
分
の
一
以
上
に
な
る
場
合
の
出
資 

三 

七
千
万
円
以
上
の
出
資 

四 

県
の
出
資
の
割
合
が
県
以
外
の
出
資
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
出
資
の
割
合
と
比
較
し
て
最
大
と
な
る
場
合
の
出
資 



 

（
県
の
業
務
委
託
等
） 

第
十
条 

県
が
そ
の
業
務
を
公
社
等
外
郭
団
体
に
委
託
す
る
場
合
の
委
託
料
の
金
額
は
、
当
該
業
務
の
対
価
と
し
て
相
当
な
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

県
が
公
社
等
外
郭
団
体
に
対
し
て
交
付
す
る
補
助
金
、
交
付
金
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
公
社
等
外
郭

団
体
の
目
的
及
び
事
業
に
即
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
情
報
公
開
） 

第
十
一
条 

県
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
県
民
が
情
報
を
容
易
に
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
り
、
公
社
等

外
郭
団
体
の
情
報
公
開
が
な
お
一
層
推
進
さ
れ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
宮
城
県
公
社
等
外
郭
団
体
経
営
評
価
委
員
会
） 

第
十
二
条 

公
社
等
外
郭
団
体
の
経
営
評
価
に
つ
い
て
調
査
審
議
す
る
た
め
、
宮
城
県
公
社
等
外
郭
団
体
経
営
評
価
委
員
会
（
以
下

「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。 

２ 

委
員
会
は
、
委
員
七
人
以
内
で
組
織
す
る
。 

３ 

委
員
は
、
公
認
会
計
士
、
企
業
の
経
営
者
そ
の
他
の
優
れ
た
見
識
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
知
事
が
任
命
す
る
。 

４ 

委
員
の
任
期
は
二
年
と
し
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す

る
。 

５ 

委
員
会
に
委
員
長
及
び
副
委
員
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
っ
て
こ
れ
を
定
め
る
。 

６ 

委
員
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
委
員
会
を
代
表
す
る
。 

７ 

副
委
員
長
は
委
員
長
を
補
佐
し
、
委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。 



 

８ 

委
員
会
の
会
議
は
、
委
員
長
が
招
集
し
、
委
員
長
が
そ
の
議
長
と
な
る
。 

９ 
委
員
会
の
会
議
は
、
委
員
の
半
数
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。 

10 
会
議
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
委
員
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

11 

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
委
員
長
が
委
員
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。 

（
委
任
） 

第
十
三
条 

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

第
四
条
の
規
定
は
、
平
成
十
六
年
度
以
後
の
年
度
分
の
経
営
評
価
か
ら
適
用
す
る
。 

（
施
行
後
の
措
置
） 

３ 

県
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
後
五
年
を
目
途
に
、
こ
の
条
例
の
施
行
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
附
属
機
関
の
構
成
員
等
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

４ 

附
属
機
関
の
構
成
員
等
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
宮
城
県
条
例
第
六
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

〔
次
の
よ
う
〕
略 



 

附 

則
（
平
成
二
〇
年
条
例
第
五
七
号
）
抄 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


